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平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。 

さて、自動車メーカー等各社が公表の通り、2020 年 11 月 1 日以降のリコール改修作業実施分より 

リコールステッカーの貼付が廃止されることになりました。 

これを受け、皆さまに実施いただいている確認手順等を見直しいたしました。 

つきましては、本年 11 月 1 日以降は以下の確認手順・要領にてリコール対象エアバッグ類の引渡しを 

お願いいたします。 

 

1.確認手順 
自動車リサイクルシステムの解体工程にて背景色がオレンジになっている車両のリコール対象部位は必ず取

外回収ください。 

※車台詳細情報記載のリコールステッカー番号と実車のステッカー貼付の確認作業は不要となります。 

 

 

 

 

 

◆対象部位の確認 ＜車台詳細情報画面（解体工程）＞ 

 

 

 

 

 

 

2.梱包方法 

 

 

 

 

 

万が一、事故等が発生した場合には、現場を保存（写真等による保存でも可）の上 

速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。 

 

≪リコール部位≫エアバッグ取外回収 

対象車両の確認 

｢解体工程 1.1 使用済自動車/解体自動

車の引取報告｣／「車台詳細情報」画面 

オレンジ以外 

オレンジ 

自
・
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重 要 

エアバッグ類リコール対象車の確認方法が変わります!! 

リコール対象車両は背景色が 

「オレンジ」で表示されます。 リコール対象部位は背景色が

「オレンジ」で表示されます 

梱包に特別な作業（赤マジッ

クで囲む等）は不要です。 

通常の回収作業を実施してく

ださい 

車台番号を赤で囲む作業は不要 通常の回収処理と同じ作業を実施 

 


